
日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

目
　
　
　
　
録

六〇一
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
���

�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

五

九

１

六〇二
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

五
一二

１

六〇三�

六〇四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
二

件
）
������������








（
同
）

五
一二

２

六〇五
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��

�
������





（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）

五
一三

１

六〇六
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

五
一三

１

六〇七
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������









（
同
）

五
一三

２

六〇八
森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
掲
示
�
��
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）

五
一三

３

六〇九
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

五
一四

１

六一〇
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
���

�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

五
一四

２

六一一
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
��

�
������������











（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

五
一五

１

六一二
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す

る
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
図
書
類

の
指
定
�
��

（
都
民
安
全
総
合
対
策�

本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）

五
一六

１

六一三�

六一四
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）
����

�
���������








（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

五
一六

１

一二三
東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
������




（
同
）

五
二八

１

一二四
東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償

等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
��������






�

�
��
（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）

五
三〇

１

一二五
東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等

の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��
�

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）

五
三〇

１

一二六
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
��������







（
福�

祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）

五
三〇

２

告
　
　
　
示

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

五九四
東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南

分
園
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委

託
�
������





（
福
祉
局
障
害
者�

施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）

五

一

１

五九五
指
定
管
理
者
の
指
定
�
������




�

�
��
（
建
設
局
公
園
緑
地
部
管
理
課
）

五

一

１

五九六
東
京
都
葬
儀
所
条
例
等
に
よ
る
使
用
料

及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
�
����


�

�
��
（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）

五

一

１

五九七
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
に
よ

る
告
示
�
��������







（
住
宅�

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

五

二

１

五九八
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
������





（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

五

七

１

五九九�

六〇〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
出
願
（
二

件
）
��（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）

五

八

１

　
　
令
和
七
年
五
月
分

　
　
　
　
定
刊
第
一
八
二
九
六
号
か
ら
同
第
一
八
三
一
五
号
ま
で

　
　
　
　
増
刊
第
　
　
　
六
二
号
か
ら
同
第
　
　
　
六
三
号
ま
で

規
　
　
　
則

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一一八
東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

�
����


（
総
務
局
人
事
部
人
事
課
）

五

一

１

一一九
東
京
都
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�
（
住
宅�

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

五

七

１

一二〇
東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）

五
一四

１

一二一
東
京
消
防
庁
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
����������








�

�（
東
京
消
防
庁
企
画
調
整
部
企
画
課
）

五
二〇

１

一二二
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補

償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
������




（
同
）

五
二八

１

東 京 都 公 報令和7年6月11日（水曜日） （5月分目録）（第18323号の付録）1



規
　
　
　
則
（
教
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

三五
東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�����





五
一二

４

三六
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及

び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
�
�����������











五
三〇

９

訓
　
　
　
令
（
教
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二四
東
京
都
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
者

等
設
置
規
程
の
一
部
改
正
�
����




五

九

４

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四三
東
京
都
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
改
正
�

五
二三

１

四四
政
治
団
体
の
届
出
�
�������







五
二九

４

四五
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出�

�
��������������














五
二九

５

四六
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
�
����




五
二九

９

四七
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
�
��


五
二九

10

四八
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の

届
出
�
������������












五
二九

11

四九
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

出
�
�������������













五
二九

12

六五一�

六五二
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
（
二
件
）
���
（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

五
二八

２

六五三�

六五四
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
（
二
件
）
�������



（
同
）

五
二八

３

六五五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

五
二八

３

六五六�

六五七
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
（
二
件
）
���������





（
同
）

五
二八

５

六五八
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��

�
������





（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

五
二九

１

六五九
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
��

�
������������











（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

五
二九

１

六六〇
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）

五
二九

２

六六一
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
�
����������









（
都
市�

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

五
三〇

３

六六二
都
営
住
宅
の
廃
止
�
��

（
住
宅
政
策�

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）

五
三〇

３

六六三
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
�（
同
）

五
三〇

４

六六四
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等�

�
������������










（
同
）

五
三〇

７

六六五
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅

の
使
用
料
の
変
更
�
�����



（
同
）

五
三〇

８

六六六
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
廃
止
�
�（
同
）

五
三〇

９

六六七
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
��

�
������������










（
同
）

五
三〇

９

六六八�

六七三～
東
京
都
宝
く
じ
の
発
売
（
六
件
）
����

�
����


（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）

五
三〇
63

１

六一五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������










（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

五
一六

１

六一六
港
湾
施
設
の
臨
時
休
場
�
�����



�

�
��
（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）

五
一六

３

六一七
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
�����������










（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

五
二一

１

六一八
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��

�
������





（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

五
二一

１

六一九
令
和
七
年
第
二
回
東
京
都
議
会
定
例
会

の
招
集
�
�（
財
務
局
主
計
部
議
案
課
）

五
二六

１

六二〇�

六二一
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）
����

�
���������








（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

五
二六

１

六二二
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

五
二六

１

六二三
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������









（
同
）

五
二六

２

六二四
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
�����������










（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

五
二七

１

六二五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������










（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

五
二七

１

六二六�

六四九～
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当

す
る
医
師
の
指
定
（
二
十
四
件
）
����

�
�������






（
福
祉
局
障
害
者�

施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）

五
二七
62

１

六五〇
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当

す
る
医
師
の
指
定
内
容
の
変
更
等
�
��

�
������������










（
同
）

五
二七
62

139
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件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
十
六
件
）
���

�
���

（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）

五
三〇
63

４

正
　
　
　
誤

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
付
東
京
都
教
育
委

員
会
規
則
第
一
号
�
���������









五
二七

４

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
教
育
委

員
会
規
則
第
十
号
�
���������









五
二七

４

○
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
付
東
京
都
公
安
委

員
会
規
則
第
二
号
�
���������









五
二八

７

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
交
通
局
規
程
第

七
号
�
��������������














五
三〇

13

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
水
道
局

管
理
規
程
第
六
号
�
���������









五
三〇

13

○
令
和
七
年
四
月
一
日
付
東
京
都
告
示
第
三
百

九
十
二
号
�
������������












五
三〇

13

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四〇
東
京
都
地
下
高
速
電
車
タ
ッ
チ
決
済
乗

車
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程�

�
��������������














五
一二

４

四一
東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
�
��������








五
二三

１

四二
東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
����




五
二三

１

四三
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例

施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�

五
二三

１

公
　
　
　
告

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

五

二

１

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事

完
了
の
届
出
�
�����������









�

�
����


（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

五

九

５

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
�
���

（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）

五
一二

５

○
労
働
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
交

付
�
������




（
東
京
都
労
働
委
員
会
）

五
一九

１

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

（
二
件
）
�����

（
東
京
都
収
用
委
員
会
）

五
二二

１

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

（
二
件
）
������������








（
同
）

五
二七

２

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
（
島
部
選
挙
区
）
に

お
け
る
表
示
物
、
証
明
書
等
の
送
付
�
��
�

�
�����



（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）

五
三〇

13

雑
　
　
　
報

五〇
令
和
六
年
四
月
二
十
八
日
執
行
衆
議
院

議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）�

に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
費
用
に

関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
�
���



五
三〇

９

規
　
　
　
則
（
人
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一一
公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派

遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
�
�����������











五

一

２

一二
東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
���



五

一

２

規
　
　
　
則
（
公
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

八
警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助

し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�����





五
二八

７

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一七六
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
�
����




五

九

４

一七七
古
物
営
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い

て
の
公
開
の
聴
聞
�
�������







五

九

５

一九二
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
公
示
送
達
�

五
二二

１

二〇一
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
�
�

五
三〇

13

規
　
　
　
程
（
交
）
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